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利用自粛要請期間の終了について 

 

国による緊急事態宣言に伴う利用自粛の協力のお願いにつきましては、多く

の方々にご協力いただき誠にありがとうございます。 

 令和２年５月７日付けの延長のお知らせの際にご案内しておりましたが、国

の緊急事態宣言の短縮により、利用自粛要請期間を令和２年５月３１日（日）

までから令和２年５月２３日（土）まで令和２年５月２３日（土）まで令和２年５月２３日（土）まで令和２年５月２３日（土）までに変更します。 

 なお、この間、自粛要請に基づき自粛いただいた方の保育料の減額につきま

しては、別途ご案内します。 

 また、保護者の皆さまには、感染症拡大防止の観点から、引き続き登園前の

体温測定の徹底と、発熱や呼吸器症状（咳など）がある場合には登園を控えて

いただくなどのご協力をお願いします。 

※今後、状況が変われば、改めて利用自粛の協力をお願いする場合もあります

ので、あらかじめご了承ください。 
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